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「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
と
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
自
身
の
年
金
の

情
報
を
手
軽
に
確
認
で
き
る
サ
ー
ビ
ス

で
す
。

２４
時
間
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
、

パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
次

の
よ
う
な
情
報
が
確
認
で
き
ま
す
。

最
新
の
年
金
加
入
記
録
を
確
認
で
き
ま
す

【
年
金
記
録
照
会
】で
確
認
で
き
る
こ
と

◆
こ
れ
ま
で
の
年
金
加
入
履
歴

◆
国
民
年
金
加
入
記
録

　
・
国
民
年
金
の
加
入
月
数

　
・
各
月
の
納
付
状
況

　
・
納
付
可
能
な
月
　
な
ど

◆
厚
生
年
金
加
入
記
録

　
・
厚
生
年
金
の
加
入
月
数

　
・
資
格
取
得

　
・
喪
失
年
月
日
　
な
ど

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
や
納
付
猶
予

の
承
認
を
受
け
た
期
間
な
ど
に
つ
い
て
、

納
付
可
能
な
月
数
や
金
額
を
確
認
で
き

ま
す

【
追
納
・
後
納
可
能
月
数
と
金
額
の
確

認
】
で
確
認
で
き
る
こ
と

　
後
か
ら
納
付
（
追
納
）
す
る
場
合
の
金

額
（
保
険
料
額
）
や
納
付
し
た
場
合
に
老

齢
基
礎
年
金
額
が
増
え
る
こ
と
な
ど
の

年
金
見
込
額
も
確
認
で
き
ま
す
。

将
来
受
け
取
る
年
金
の
見
込
額
を
さ
ま

ざ
ま
な
条
件
に
応
じ
て
試
算
で
き
ま
す

【
年
金
見
込
額
試
算
】
で
確
認
で
き
る

こ
と

◆
現
在
の
年
金
制
度
で

６０
歳
ま
で
年
金

を
納
付
し
た
場
合
の
試
算
が
で
き
ま

す
。

◆
今
後
の
職
業
や
収
入
を
質
問
に
答
え

て
試
算
で
き
ま
す
。

◆
詳
細
な
条
件
を
ご
自
身
で
設
定
し
て

試
算
で
き
ま
す
。

◆
年
齢
ご
と
の
年
金
の
見
込
額

◆
年
金
受
給
開
始
の
年
齢
　
な
ど

年
金
手
帳
が
あ
れ
ば
ご
利
用
登
録
は
カ

ン
タ
ン

　
パ
ソ
コ
ン
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
で
検
索
、
も
し

く
は
次
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
取
っ
て

い
た
だ
き
、
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
の
ペ
ー

ジ
へ
ア
ク
セ
ス
し
て
く
だ
さ
い
。
登
録

の
際
に
は
、
基
礎
年
金
番
号
（
年
金
手

帳
な
ど
に
記
載
さ
れ
て
い
る

１０
ケ
タ
の

番
号
）
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

ね
ん
き
ん
定

期
便
・
ね
ん

き
ん
ネ
ッ
ト

等
専
用
ダ
イ

ヤ
ル

蕁

０
５
７
０
―
０
５
８
―
５
５
５

○
そ
の
ほ
か
年
金
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

住
民
課 

住
基
戸
籍
係

　
　
蕁

４
３
―
２
８
０
０

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課

　
総
合
窓
口
第
２
係蕁

５
５
―
３
７
０
１

　
日
本
年
金
機
構 

幡
多
年
金
事
務
所

蕁

３
４
―
１
６
１
６

　
交
通
事
故
に
よ
る
死
傷
者
数
は
年
々

減
少
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
平
成

２８
年

の
事
故
発
生
件
数
は
約

５０
万
件
、
死
傷

者
数
は
約

６２
万
人
と
、
国
民
の
誰
も
が

交
通
事
故
の
被
害
者
に
も
加
害
者
に
も

な
り
得
る
極
め
て
深
刻
な
状
況
と
な
っ

て
い
ま
す
。
交
通
事
故
は
車
社
会
の
負

の
部
分
で
あ
り
、
被
害
者
に
と
っ
て
も

加
害
者
に
と
っ
て
も
悲
惨
な
結
果
を
も

た
ら
す
も
の
で
す
。
自
賠
責
保
険
・
共

済
は
、
す
べ
て
の
ク
ル
マ
・
バ
イ
ク
１

台
ご
と
に
加
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
お

り
、
加
害
者
の
賠
償
責
任
を
担
保
す
る

こ
と
で
、
被
害
者
の
基
本
的
な
賠
償
を

保
障
す
る
制
度
で
あ
り
、
被
害
者
の
救

済
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
一
人
ひ
と
り
が
、
よ
り
一
層
自
賠
責

制
度
の
役
割
や
重
要
性
、
保
険
金
・
共

済
金
の
支
払
い
の
仕
組
み
な
ど
を
十
分

に
理
解
、
認
識
す
る
こ
と
が
と
て
も
大

切
で
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
国
土
交
通
省 

四
国
運
輸
局

 
高
知
運
輸
支
局
輸
送
・
監
査
部
門

蕁

０
８
８
―
８
６
６
―
７
３
１
１

ねんきんネット

申請用ページへリンク

ねんきん太郎 ねんきんクマ

スマートフォン・パソコンから

いつでもどこでも利用可能 

自
賠
責
保
険
・
自
賠
責
共
済
の
ご
案
内

〜
「
免
許
よ
し 

ヘ
ル
メ
ッ
ト
よ
し

 
 
 
 
 
 
 
 

自
賠
責
は
？
」
〜

自
賠
責
保
険
・
共
済
な
し
で
の
運
行
は

法
令
違
反
で
す

　
自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、
万
一
の
自
動

車
事
故
の
際
の
基
本
的
な
対
人
賠
償

を
目
的
と
し
て
、
自
動
車
損
害
賠
償
保

障
法
に
基
づ
き
、
原
動
機
付
自
転
車
を

含
む
全
て
の
自
動
車
に
加
入
が
義
務
づ

け
ら
れ
て
お
り
、
自
賠
責
保
険
・
共
済
な

し
で
運
行
す
る
こ
と
は
法
令
違
反
で
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

簡
単
便
利
な
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー


